農地を相続したときは
EQ \* jc2 \* hps28 \o\ad(\s\up 49(とどけで),届出)を!
農地法が改正され、
農地を相続したときの届出が義務付けられました。
農地を相続された場合には、法務局での所有権移転　登記完了後に農地のある市町村の農業委員会に届出をお願いします。
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詳しくは農業委員会へ
村田町農業委員会事務局
〒989-1392宮城県柴田郡村田町大字村田字迫６
　　 （東庁舎２階）
電話0224-83-6409　 FAX 0224-83-2114
E-mail：mura-nog@town.murata.miyagi.jp
※添付書類：登記完了証等（登記が完了したことが分かる書類の写し）
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